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9 特長

さまざまなリスクを保障

患者申出療養にも対応

終身医療保険
（無解約返戻金型）A

幅広いニ ーズに対応した手厚い保障で、病気やケガに備えたい方へ

集中治療室(ICU)入院時の

経済的負担をサポー ト

11疾病や臓器移植も
一時金で手厚く保障

長期入院時に一 時金で

収入を支援

••

 

しくみ図

日
保険料払込期間が終身の終身医療保険（無解約返戻金型）Aに、下記の特約を付加して契約した場合
①先進医療・患者申出療養特約A ④継続入院時収入支援特約A ⑥女性医療特約A ⑨特定疾病一時金給付特約A
②集中治療入院時一時金給付特約 ⑤通院支援一時金給付特約 ⑦がん一時金給付特約A ⑩3大疾病保険料払込免除特約A
③ 入院時一時金給付特約(15) （がん倍額保障型）A ⑧3大疾病一時金給付特約A

①、②、③、④、⑤、⑥
⑧（心疾患一 時金、脳血管疾患一 時金）
⑨ （心疾患一 時金、脳血管疾患一 時金他（＊））
⑩ （心疾患・脳血管疾患による保険料の払込みの免除）

責任開始期
（保障開始）

⑦⑧⑨（悪性新生物 一 時金、上皮内新生物 一 時金）
⑩ （がんによる保険料の払込みの免除）

回紐 ・ ケガの治療のために入院したとき
疾病 ・ 災害入院給付金

国叙 ・ ケガの治療のために手術を受けたとき
手術給付金

圏病気 ・ ケガの治療のために先進医療 または患者申出療養を受けたとき
先進医療 ・ 患者申出療養給付金＋先進医療 ・ 患者申出療養 一時金

回入院中に集中治療室（ICU)管理を受けたとき
集中治療入院時一時金

邑l主契約の疾病 ・ 災害入院給付金が支払われる入院を開始したとき
疾病 ・ 災害入院時一時金

： 保険期間 ・ 保険料払込期間 終身
: 
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更新のお取り扱いは

ありません

圏主契約の疾病 ・ 災害入院給付金が支払われる入院をし、その退院時に生存していたとき
通院支援一時金

回女性特定疾病の治療のために入院したとき
女性疾病 入院給付金
女性特定疾病の治療のために乳房観血切除術、子宮摘出術、卵巣摘出術、

国
子宮 ・ 子宮附属器（卵巣 ・ 卵管）にかかわる手術を受けたとき
乳房観血切除術を受けた乳房について乳房再建術を受けたとき
特定不妊治療を受けたとき

女性特定手術給付金
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め:：：皮内新 生物と診断確定されたとき
届］第2回以後は、上皮内 新 生物と診断確定されたとき

上皮内 新 生物一時金

醒第1回は、初めて悪性新 生物と診断確定されたとき
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回第1回は、心疾患、脳血管疾患の治療のために継続して20日以上
（急性心筋梗塞または脳卒中の場合は1日以上）入院したとき、または、手術を受けたとき

匡］第2回以後も、第1回と同じ支払事由に該当したとき
心疾患 一時金、脳血密疾患 一時金

回難治性貧血、メンタル疾患、肝硬変により所定の入院をしたとき
慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病、高血圧性疾患により手術を受けたとき

ビ］慢性呼吸不全、慢性腎不全により所定の治療を受けたとき
＝ ＝ ＝  所定の臓器移植を受けたとき

醒芦ば薇？芯：悶悶古誓tは翌tit:ことき
固惑性新生物一時金

第1回は、初めて上皮内新生物と診断確定されたとき
昏l 第2回以後は、 上皮内 新生物と診断確定されたとき

上皮内 新生物一時金

祠初めてがん（悪性新 生物および上皮内新 生物）と診断確定されたとき
保険料の払込みを免除

⑩3大疾病保険料払込免除特約A
（心疾患、脳血管疾患）

回 心疾患、脳血管疾患の治療のために継続して20日以上
（急性心筋梗塞または脳卒中の場合は 1日以上）入院したとき、または、手術を受けたとき

国保険料の払込みを免除
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保険期間 ・ 保険料払込期間 終身
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. *難治性貧血一時金、メンタル疾患一時金、肝硬変一時金、慢性膵炎一時金、慢性呼吸不全一時金、
慢性腎不全一時金、糖尿病一時金、高血圧性疾患一時金、臓器移植一時金です。 “□ 
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※1災害入院給付金のお支払いは、不慮の事故でケガをした日から180日以内に入院したときに限ります。
※2 一部の手術については60日間に1回のお支払いを限度とします。また、一部の手術については、連続して2日以上受けたときでも、2日目以降はお支払いの対象

になりません 。また、手術の種類により、保険期間を通じてお支払いの対象にならない場合があります。
※3保険料払込期間満了後に死亡したとき、死亡給付金をお支払いいたします。
※4この特約の先進医療とは、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、厚生労働大臣が定める医療機関で行われるものに限ります。

なお、先進医療の種類や医療機関は随時見直され、療養を受けた日に先進医療に該当するものがお支払いの対象となります。
※5 1回の入院とみなされる2回以上の入院を含みます。
※6疾病 ・災害入院給付金が支払われる入院をし、生存退院したときに一時金を受け取れます。
※7がん一時金給付特約A ・ 3大疾病一時金給付特約A•特定疾病一時金給付特約A•3大疾病保険料払込免除特約Aの、がんによる保障については、保険契約の

お申込みまたは告知のいずれか遅い時点（主契約の責任開始期）の属する日からその日を含めて91日目に保障が開始されます。
※8契約時の保険料は契約日（原則として責任開始期の属する月の翌月1日）時点の満年齢（契約年齢といいます）で計算されます。

保険料は被保険者の年齢・申込プランによって異なります。詳しくは保険料見積もりでご試算ください 。

•本資料では保険商品の概要を説明しています。保険商品の詳細につきましては、 「璽要事項説明書／ご契約のしおり ・ 約款」を必ずご覧ください 。
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〈受付時間〉  9：00～17:30（年末年始の当社休業日を除く）
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